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(57)【要約】
【課題】捕獲網を十分な大きさとすることで、確実に獣
を捕獲することができる獣捕獲装置を提供する。
【解決手段】獣捕獲装置は、獣を捕獲するために支柱Ｐ
２により周縁部が所定高さに吊り下げられて張設される
捕獲網２０と、獣が検知ロープ１２に接触することで第
１ロープ１３を引き込む検知部１０と、獣の侵入を検知
した検知部１０が引き込む第１ロープ１３により、第１
係止具３１が第３ロープ３５を外し、第３ロープ３５を
錘部材３２が引っ張ることで、捕獲網２０の周縁に向か
って放射状に張られた第２ロープ３４を引き込む第１仕
掛機構部３０と、支柱Ｐ２と捕獲網２０との間に介在さ
れ、第１仕掛機構部３０により第２ロープ３４が引き込
まれることで、第２係止具４３が捕獲網２０の周縁部を
離脱させて、捕獲網２０を落下させる第２仕掛機構部４
０とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　獣を捕獲するために支持体により周縁部が所定高さに吊り下げられて張設される捕獲網
と、
　前記獣の侵入を検知した検知部が引き込む第１ロープにより、前記捕獲網の周縁に向か
って放射状に張られた第２ロープを引き込む第１仕掛機構部と、
　前記支持体と前記捕獲網との間に介在され、前記第１仕掛機構部により前記第２ロープ
が引き込まれることで、前記捕獲網の周縁部を離脱させて、前記捕獲網を落下させる第２
仕掛機構部とを備えたことを特徴とする獣捕獲装置。
【請求項２】
　前記第１仕掛機構部は、前記第１ロープに接続され、前記第１ロープが前記検知部によ
り引き込まれることで係止状態が解除される第１係止具と、前記第１係止具の係止状態の
解除により落下して前記第２ロープを引っ張る錘部材とを備えた請求項１記載の獣捕獲装
置。
【請求項３】
　前記第２仕掛機構部は、一側が前記支持体に接続され、他側に前記捕獲網が係止され、
前記第２ロープが引き込まれることで、前記捕獲網との係止状態が解除される第２係止具
により形成されている請求項１または２記載の獣捕獲装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、獣を網で捕獲する獣捕獲装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　猪や鹿、熊などの獣による畑や果樹園の被害が問題となっている。特に、餌が少なくな
る冬季では、作物を求めて人里近くまで接近するので、作物の被害だけでなく、人への被
害も心配される。畑や果樹園の作物を保護するため、これらの獣を捕獲する獣捕獲装置が
開発されている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１に記載の害獣の捕獲具は、ワイヤーに、捕獲網内の害獣が触れることにより
、地面に立設した支柱の上端部に設けた係合フック装置の係止機構が外れ、第一ロープが
外れることで、地面より所定の高さに位置させた捕獲網が落下して害獣を絡め取るもので
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２１９７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載の害獣の捕獲具は、地面より所定の高さに位置させた捕獲網
を、支柱の上端部に設けた係合フック装置からの第一ロープにより吊るすと共に、捕獲網
の周端部より地面に固定した第二ロープにより張っているため、捕獲網が大きいと、捕獲
網の周縁部が垂れ下がるおそれがある。捕獲網が小さいと、落下した捕獲網の中で、獣が
暴れ、逃げ出すおそれがある。
【０００５】
　そこで本発明は、捕獲網を十分な大きさとすることで、確実に獣を捕獲することができ
る獣捕獲装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の獣捕獲装置は、獣を捕獲するために支持体により周縁部が所定高さに吊り下げ
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られて張設される捕獲網と、前記獣の侵入を検知した検知部が引き込む第１ロープにより
、前記捕獲網の周縁に向かって放射状に張られた第２ロープを引き込む第１仕掛機構部と
、前記支持体と前記捕獲網との間に介在され、前記第１仕掛機構部により前記第２ロープ
が引き込まれることで、前記捕獲網の周縁部を離脱させて、前記捕獲網を落下させる第２
仕掛機構部とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明によれば、獣を検知した検知部が第１ロープを引き込むことで、第１仕掛機構部
が第２ロープを引き込み、第２仕掛機構部が捕獲網を離脱させることで、捕獲網を落下さ
せることができる。第２仕掛機構部が支持体と捕獲網との間に介在されており、支持体に
より所定高さに吊り下げられているため、捕獲網が大きくても、捕獲網を所定高さに維持
することができる。
【０００８】
　前記第１仕掛機構部は、前記第１ロープに接続され、前記第１ロープが前記検知部によ
り引き込まれることで係止状態が解除される第１係止具と、前記第１係止具の係止状態の
解除により落下して前記第２ロープを引っ張る錘部材とを備えるように構成するのが望ま
しい。
　第１仕掛機構部を構成することで、検知部による第１ロープの引かれ度合いが小さくて
も、第１係止具の係止状態が解除されて落下する錘部材により第２ロープを大きく引っ張
ることができる。
【０００９】
　前記第２仕掛機構部は、一側が前記支持体に接続され、他側に前記捕獲網が係止され、
前記第２ロープが引き込まれることで、前記捕獲網との係止状態が解除される第２係止具
により形成されているのが望ましい。
　第２仕掛機構部が第２係止具より形成されていることで、第２ロープの引き込みに応じ
て捕獲網との係止状態を解除でき、この解除により捕獲網を落下させるので、素早く捕獲
網を獣の上方から落下させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、捕獲網が大きくても、捕獲網を所定高さに維持することができるので、捕獲
網を十分な大きさとすることで、確実に獣を捕獲することができる。また、十分な広さの
捕獲網を素早く落下させて獣を捕獲することができるので、大型の獣や俊敏な行動をする
獣でも、捕獲することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る獣捕獲装置の斜視図である。
【図２】図１に示す獣捕獲装置の第１仕掛機構部の拡大図である。
【図３】図２に示す第１仕掛機構部の第１係止具を示す斜視図である。
【図４】図１に示す獣捕獲装置の第２仕掛機構部の第２係止具を示す斜視図である。
【図５】図１に示す獣捕獲装置の使用状態を説明するための図であり、捕獲網を落下させ
た状態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施の形態に係る獣捕獲装置を図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、獣捕獲装置は、検知部１０と、捕獲網２０と、第１仕掛機構部３０
と、第２仕掛機構部４０とを備えている。
【００１３】
　検知部１０は、獣の侵入を検知する機能を備えている。検知部１０は、複数本の杭１１
と、獣に接触する検知ロープ１２と、検知ロープ１２のうちの１本に一端が接続され、他
端が第１仕掛機構部３０に接続される第１ロープ１３とから構成されている。本実施の形
態では、検知部１０を、２本の杭１１の間を検知ロープ１２にて繋いだものとしているが
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、トポロジーが星型接続となるようなものであればよい。第１ロープ１３は、一端が検知
ロープ１２に接続されている。これらの検知ロープ１２は、獣が引っ掛かることで第１ロ
ープ１３を引っ張るように作用するため、しっかりと検知ロープ１２を張った状態で杭１
１と結ぶのが望ましい。第１ロープ１３は、他端に第１仕掛機構部３０に繋ぐために、引
掛部材１３ａが設けられている（図３参照）。
【００１４】
　捕獲網２０は、例えば、四角形状とすることができる。また捕獲網２０は、円形状でも
三角形または五角形以上の多角形状でも、異形状としてもよい。捕獲網２０が落下する範
囲が、獣を捕獲することができる捕獲領域Ｓとなる。本実施の形態では、１辺が１８ｍの
正方形状としている。捕獲網２０の中央部には、捕獲領域Ｓに立設された支柱Ｐ１や第１
ロープ１３を挿通させるための開口部２１が設けられている。捕獲網２０により獣を捕獲
したときに逃げ難くするために、捕獲網２０の周縁部に沿って錘を吊り下げてもよい。
【００１５】
　図２に示すように、第１仕掛機構部３０は、支柱Ｐ１の上部に設けられている。第１仕
掛機構部３０は、第１係止具３１と、錘部材３２と、中継ロープ３３と、第２ロープ３４
と、第３ロープ３５と、滑車３６と、リング部材３７とを備えている。
【００１６】
　第１係止具３１は、支柱Ｐ１にねじ止めされ、第１ロープ１３を引掛けて吊り下げると
共に、第３ロープ３５を引っ掛けている。
　錘部材３２は、第１係止具３１の係止状態の解除により落下するものである。錘部材３
２は、第３ロープ３５が第１係止具３１から外れることで、中継ロープ３３を介して第２
ロープ３４を引っ張る重量物である。錘部材３２は、土や砂を充填した土嚢したり、金属
製としたり、木製としたりすることができる。
【００１７】
　中継ロープ３３は、一端が第３ロープ３５に固定されていると共に、他端が第２ロープ
３４を挿通させるリング状に形成され、第３ロープ３５の固定位置から、リング部材３７
を介して２方向へ延びるように配置されている。
　第２ロープ３４は、第２仕掛機構部４０へ向かって放射状に延び、錘部材３２の落下に
より引っ張られる。第２ロープ３４は、一端が中継ロープ３３に挿通され、他端に第２仕
掛機構部４０に引っ掛けるために、引掛部材３４ａが設けられている（図４参照）。
【００１８】
　第３ロープ３５は、第１係止具３１と錘部材３２との間に接続されるものである。第３
ロープ３５の一端には、第１係止具３１に係止させるための引掛部材３５ａが設けられて
いる。滑車３６は、第３ロープ３５が巻き掛けられている。リング部材３７は、第３ロー
プ３５の落下方向への移動を中継ロープ３３を介して第２ロープ３４の引っ張り方向への
移動へ向きを変えるためのものである。
　本実施の形態では、後述する捕獲網２０を張設するための支持体である支柱Ｐ２が、四
角形状の捕獲網２０の角部に合わせて４本立設されているため、第２ロープ３４は、放射
状でも四方へ向けて配線されているが、第２ロープ３４を２本ずつ集約してリング部材３
７により方向が調整される中継ロープ３３を介在させて第３ロープ３５に引っ張られるよ
うにしている。
【００１９】
　ここで、第１係止具３１について、図３に基づいて詳細に説明する。
　図３に示すように、第１係止具３１は、本体部３１１と、固定部材３１２と、アーム部
３１３と、コイルばね３１４と、フック部３１５とを備えている。
　本体部３１１は、２枚の長方形状の板材により形成され、第３ロープ３５を係止させる
ための凹部３１１ａが形成されている。本体部３１１の両端部には、支柱Ｐ１にねじ止め
するためのＬ字部が設けられている。
　固定部材３１２は、本体部３１１の下端に固定され、一方の端部が本体部３１１より突
出している。アーム部３１３は、コイルばね３１４を取り付けるために固定部材３１２と
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同方向に突出すると共に、第１ロープ１３を繋ぐために反対側にも突出しており、凹部３
１１ａと固定部材３１２との間の位置で、本体部３１１に回動自在に軸支されている。
【００２０】
　アーム部３１３の他端部は、第１ロープ１３を引っ掛けて繋ぐために板面に対して直角
に２本の棒部材３１３ａが平行に挿通している。この棒部材３１３ａは、硬質なゴム棒な
どによる弾性部材により形成され、第１ロープ１３が強く引かれることで、弾性変形して
、第１ロープ１３が離れるように作用する。アーム部３１３の中央部には、上方に向かっ
て突出した凸部３１３ｂが形成されている。
【００２１】
　コイルばね３１４は、アーム部３１３の一方の端部と固定部材３１２の一方の端部の間
にそれぞれの端部が繋がれている。フック部３１５は、略Ｌ字状に形成されている。フッ
ク部３１５の一端部には、アーム部３１３の凸部３１３ｂに係止させるための切欠部３１
５ａが形成されている。フック部３１５の他端部は、本体部３１１の上部に回動自在に軸
支されている。
【００２２】
　次に、第２仕掛機構部４０について説明する。第２仕掛機構部４０は、捕獲網２０を吊
り下げるための支柱Ｐ２に結び付けられた支柱接続ロープ４１と、捕獲網２０の端部に接
続された網接続ロープ４２と、支柱接続ロープ４１と網接続ロープ４２との間に介在させ
た第２係止具４３とにより形成されている。
　支柱接続ロープ４１は、支柱Ｐ２と第２係止具４３とを接続するもので、捕獲網２０を
分担して吊り下げる程度の強度を有している。網接続ロープ４２は、捕獲網２０を第２係
止具４３に引っ掛けるもので、第２係止具４３側に、引掛部材４２ａが設けられている。
【００２３】
　ここで、第２係止具４３について、図４に基づいて詳細に説明する。
　図４に示すように、第２係止具４３は、本体部４３１と、固定部材４３２と、アーム部
４３３と、コイルばね４３４と、フック部４３５とを備えている。
　本体部４３１は、２枚の長方形状の板材により形成されている。本体部４３１の一側に
は、支柱Ｐ２に繋ぎ留めるため、支柱接続ロープ４１を挿通させるための穴４３１ｂが形
成されている。本体部４３１の他側には、網接続ロープ４２を係止させるための凹部４３
１ａが下向きに形成されている。
　固定部材４３２は、本体部４３１の一端部に固定され、本体部４３１より上方へ突出し
ている。
【００２４】
　アーム部４３３は、第２ロープ３４を繋ぐためと、コイルばね４３４を取り付けるため
に固定部材４３２と同方向に突出すると共に、フック部４３５を係止させるために反対側
にも突出しており、凹部４３１ａと固定部材４３２との間の位置で、本体部４３１に回動
自在に軸支されている。
　アーム部４３３の上端部は、第２ロープ３４を引っ掛けて繋ぐために板面に対して直角
に２本の棒部材４３３ａが平行に挿通している。この棒部材４３３ａは、硬質なゴム棒な
どによる弾性部材により形成され、第２ロープ３４が強く引かれることで、弾性変形して
、第２ロープ３４が離れるように作用する。
【００２５】
　コイルばね４３４は、アーム部４３３の上方へ突出した側の中央部と固定部材４３２の
上端部の間にそれぞれの端部が繋がれている。フック部４３５は、略Ｌ字状に形成されて
いる。フック部４３５の一端部には、アーム部４３３の下端部に係止させるための切欠部
４３５ａが形成されている。フック部３１５の他端部は、本体部４３１の他端部に回動自
在に軸支されている。
【００２６】
　以上のように構成された本発明の実施の形態に獣捕獲装置の動作および使用状態を図面
に基づいて説明する。
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　図１に示すように、獣が捕獲領域Ｓに侵入して、検知部１０の検知ロープ１２に接触す
ることで、検知ロープ１２が変位する。検知ロープ１２の変位により第１ロープ１３が引
っ張られる。
【００２７】
　第１ロープ１３が引っ張られる前であれば、図３に示す第１係止具３１のアーム部３１
３は、その一端部がコイルばね３１４の圧縮力により引かれているため、アーム部３１３
は水平状態を維持しており、凸部３１３ｂにより係止状態となっているフック部３１５は
回動しない。従って、第３ロープ３５は本体部３１１の凹部３１１ａとフック部３１５と
の間の隙間に引っ掛けられているままである。
【００２８】
　第１ロープ１３が引っ張られ、図３に示す第１係止具３１のアーム部３１３の先端部（
上端部）が、回動軸を中心に下方へ回動することで、フック部３１５とアーム部３１３の
下端部との係止状態が解除され、錘部材３２により引っ張られている第３ロープ３５がフ
ック部３１５を押し上げることで、第３ロープ３５が第１係止具３１から外れる。第１ロ
ープ１３に、引掛部材１３ａが設けられているので、引掛部材１３ａがフック部３１５を
押し上げると、引掛部材１３ａは簡単に第１係止具３１から外れる。
　また、更に、獣が検知ロープ１２を押す、または引くことで、強く第１ロープ１３が引
かれると、第１ロープ１３は第１係止具３１のアーム部３１３から外れる。
【００２９】
　第３ロープ３５が第１係止具３１から外れることで、錘部材３２が落下し、滑車３６の
回動と共に、第３ロープ３５が引き込まれる。第３ロープ３５が引き込まれ変位すること
で、中継ロープ３３がリング部材３７に摺動しながら引き込まれるので、第２ロープ３４
が支柱Ｐ１側に引かれる。
【００３０】
　第２ロープ３４が引き込まれることで、図４に示す第２係止具４３のアーム部４３３の
先端部（上端部）が、回動軸を中心に回動して倒れる。そして、フック部４３５とアーム
部４３３の下端部との係止状態が解除され、捕獲網２０の自重により引っ張られている網
接続ロープ４２がフック部４３５を押し下げることで、網接続ロープ４２の係止状態が解
除され、第２係止具４３から外れる。
　第２ロープ３４に、引掛部材３４ａが設けられているので、引掛部材３４ａがフック部
４３５を押し下げると、引掛部材３４ａは簡単に第２係止具４３から外れる。
　また、更に、第２ロープ３４が第２係止具４３のアーム部４３３から外れることで、錘
部材３２を地面に落下させることができる。
【００３１】
　網接続ロープ４２が第２係止具４３から外れることで、網接続ロープ４２の緊張状態が
解除され、図５に示すように、捕獲網２０は自重により一気に落下して、捕獲領域Ｓに所
在する獣に覆い被さる。従って、検知ロープ１２に獣が接触して不審に感じ、逃げ出そう
としても、捕獲網２０が瞬時に落下するので、逃げる間も無く獣を捕獲することができる
。
【００３２】
　このように、本実施の形態に係る獣捕獲装置は、獣を検知した検知部１０が第１ロープ
１３を引き込むことで、第１仕掛機構部３０が第２ロープ３４を引き込み、第２仕掛機構
部４０が捕獲網２０を離脱させることで、捕獲網２０を落下させることができる。第２仕
掛機構部４０が、支柱Ｐ２と捕獲網２０との間に介在しており、支柱Ｐ２により所定高さ
に吊り下げられているため、捕獲網２０が大きくても、捕獲網２０を所定高さに維持する
ことができる。従って、獣捕獲装置は、捕獲網２０を十分な大きさとすることができるの
で、確実に獣を捕獲することができる。
【００３３】
　また、獣が接触したことで検知部１０により引かれる第１ロープ１３の引かれ度合いが
小さくても、第１係止具３１の係止状態が解除されて落下する錘部材３２により第２ロー
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プ３４を大きく引っ張ることができる。従って、捕獲網２０の面積が広く、第２仕掛機構
部４０を数多く設けたとしても、一度に全部の第２仕掛機構部４０への第２ロープ３４を
引くことができ、第２係止具４３の係止状態を解除することができる。
【００３４】
　なお、本実施の形態では、第１仕掛機構部３０に、引っ張り方向を変換するために、リ
ング部材３７が設けられているが、錘部材３２の落下と共に、第２ロープ３４が支柱Ｐ１
側へ引き込まれればよいので、リング部材３７は省略してもよい。
　また、引掛部材１３ａ，３４ａ，３５ａ，４２ａをリング状としているが、引っ掛けら
れればよいので、Ｊ字状またはＬ字状としてもよい。
【００３５】
　また、本実施の形態では、検知部１０が検知ロープ１２に獣が接触したことにより検知
ロープ１２が変位することで第１ロープ１３を引き込んでいたが、例えば、発光部と受光
部との間を獣が通過することでモータにより第１ロープ１３を引き込むようにしてもよい
。また、落とし穴の蓋部に第１ロープ１３を接続し、獣が蓋を破壊して落とし穴に落ちる
と共に、蓋部もこの落とし穴に落ちることで第１ロープ１３を引き込むような構成として
もよい。この場合には、落とし穴に獣を落とし込むことで逃げ難くすると共に、捕獲網２
０が蓋となって覆い被さるので、獣が逃げてしまうことを、より確実に防止することがで
きる。
【００３６】
　更に、本実施の形態では、支柱Ｐ２として棒状部材を新たに設置しているが、支持体と
して、樹木を利用したり、家屋の屋根を利用したり、捕獲網２０の周縁部を所定高さに吊
り下げることができれば、様々なものが利用できる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、畑や果樹園、人家などを荒らす鹿や猪、熊、猿などの大型であったり、行動
が俊敏であったりする獣の捕獲に好適である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　検知部
　１１　杭
　１２　検知ロープ
　１３　第１ロープ
　１３ａ　引掛部材
　２０　捕獲網
　２１　開口部
　３０　第１仕掛機構部
　３１　第１係止具
　３１１　本体部
　３１１ａ　凹部
　３１２　固定部材
　３１３　アーム部
　３１３ａ　棒部材
　３１３ｂ　凸部
　３１４　コイルばね
　３１５　フック部
　３１５ａ　切欠部
　３２　錘部材
　３３　中継ロープ
　３４　第２ロープ
　３４ａ　引掛部材
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　３５　第３ロープ
　３５ａ　引掛部材
　３６　滑車
　３７　リング部材
　４０　第２仕掛機構部
　４１　支柱接続ロープ
　４２　網接続ロープ
　４２ａ　引掛部材
　４３　第２係止具
　４３１　本体部
　４３１ａ　凹部
　４３１ｂ　穴
　４３２　固定部材
　４３３　アーム部
　４３３ａ　棒部材
　４３３ｂ　凸部
　４３４　コイルばね
　４３５　フック部
　４３５ａ　切欠部
　Ｓ　捕獲領域
　Ｐ１，Ｐ２　支柱

【図１】 【図２】
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